
クレジットカードで千葉県税を納めた場合の
納税証明書の発行について
納付情報がシステムに反映する前であっても、納付手続が完了したことを確認
した場合には、納税証明書を発行することができます。

【クレジット納付手続き完了の確認方法】

〇納税証明書は、自動車税事務所（支所を含む）又は県税事務所の
窓口へご請求ください。

② クレジット納付後に送付される「納付完了お知らせメール」を窓口に提示する方法（印刷
でも可）

決済情報入力画面に入力いただいたメールアドレスに、納付完了後、納付内容が記載さ

れたメールが届きます。(納付手続き時にメールアドレスを入力しなかった場合でも、③の
納付照会画面から再送できます。)

③ お支払いサイトの「クレジット納付照会画面」を窓口に提示する方法（印刷でも可）

納付情報を入力のうえ「次へ」ボタンをクリックしてください。

納付手続済みの場合は「クレジット納付手続が完了しております。」と表示されます。

① 納付手続きに使用した納税通知書の「納付番号」「確認番号」を窓口提示する方法

① 納付手続きに使用した納税通知書

納付番号（18桁）
確認番号（6桁）

参考

納付番号（18桁） 確認番号（6桁）

（クレジットカード納付照会画面）

https://koukin.f-
regi.com/fc/chiba_pref/resend

②納付手続き完了のお知らせメール

③ 千葉県税クレジットカードお支払サイト

https://koukin.f-regi.com/fc/chiba_pref/resend

